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「税で救われた命」
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広報習志野 2025.2.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

市・県民税の申告
令和7年度（令和6年分）

混雑緩和のため、分
散来場や郵送での申
告にご協力ください。

〒275-8601  習志野市役所 市民税課
☎047（451）1151（代表）

問い合わせ・
送付先

3月17日（月）までに申告してください

市・県民税申告、所得税確定申告
の時期になりました

3月17日（月）までに申告してください

市役所での申告

市・県民税申告、所得税確定申告の期間と会場

日時（土・日曜日、祝日を除く） 会場

市・県民税
申告

3月17日㈪まで
午前8時30分～午後5時

市役所G
グラウンドフロア

F
市民税課

所得税
確定申告

相談・申告
（事前予約制）

2月17日㈪～3月7日㈮午前9時～
定員　各日130人

市役所G
グラウンドフロア

F
申告会場

提出のみ
（内容の確認は
できません）

2月17日㈪～3月17日㈪
午前8時30分～午後5時

（事前予約は必要ありません）

市役所G
グラウンドフロア

F
市民税課・申告会場

■市役所で確定申告できる人　
収入が給与・公的年金等のみの人で、源泉徴収票・各種控除証明書を持参でき
る人（外国籍の人を除く）

■千葉西税務署で確定申告が必要な人
● 給与・公的年金等以外の所得のある人（退職所得を含む）
● 所得税の雑損控除や住宅ローン控除などの税額控除のある人
● 贈与税または個人消費税の申告をする人　●外国籍の人
※日程・会場は5ページを参照

● 申告書※会場でも配布するほか、市
ホームページ（確定申告書は国税庁
ホームページ）からダウンロード可。
● 身元確認書類（郵送の場合は写しを
提出）
● 所得を証明する資料（源泉徴収票、
事業主の支払証明書、収支明細書、
その他帳簿類）
● 各種控除（医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料
など）を受ける人は、その明細書や支払証明書
● 障害者控除を受ける人は障害者手帳や障害者控除対象
者認定書など（郵送の場合は写しを提出）
● 勤労学生控除を受ける人は学生証または証明書（郵送の
場合は写しを提出）
● 配偶者特別控除を受ける人は配偶者の収入が分かるもの

医療費控除を受ける人は… 申告に必要な物
医療費控除の明細書は事前に作成してください！
医療費控除の申告は「医療費控除の明細書」を添付する方
法のみです。必ず、事前に作成し、持参してください。

明細書の作成方法など、詳しくは国税庁ホームページを
ご確認ください。

●領収書の添付での申告はできません。
●会場内の混雑緩和のため、申告会場での「医療費控除の
明細書」の代行作成はしません。

※医療費の領収書は5年間保存する必要があります。
※医療保険者から交付された医療費通知を添付すると明細の記入を
一部省略できます。

国民年金・国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入してい
る人は、5ページ「国保年金コーナー」もご確認ください。

申告にはマイナンバーが必要です。詳しくは5ページ「申告
にはマイナンバーが必要です」を参照してください。

市役所での所得税確定申告の注意点

注意！

市役所の駐車場
には限りがあり
ます。できる限り
公共交通機関を
ご利用ください。

注意！

検索国税庁　医療費控除

申告

市役所では
e-Taxでの
申告が
できます

市役所の申告会場では、e-Tax
（国税電子申告・納税システム）
を利用して申告することがで
きます。
パソコンの操作などは補助職
員が行います。
※ 過去に利用したことがある人は、
16桁の「利用者識別番号」およ
びパスワードが分かるものを
お持ちください。

所得税などの確定申告については次のページへ

市役所で所得税確定申告書の作成相談をする
場合には、事前予約が必要です。予約の無い人
は受け付けできません。
※ 事前予約は相談希望日前日の正午までです。予約
時間を30分以上過ぎても来場が無い場合はキャ
ンセル扱いとなります。

▲事前予約は
こちらから

次のいずれかに該当する
●退職などにより年末調整をしていない
●2カ所以上から給与を受けている
●給与の収入金額が2,000万円を超える

給与以外の所得がある

年金収入以外に収入がある

年金は遺族年金・
障害年金のみである

公的年金等の収入が
400万円を超える

公的年金の源泉徴収票に
記載されている内容以外の
各種控除を追加する

給与所得や退職所得以外の所得
金額の合計が20万円を超える

公的年金等以外の所得が
20万円を超える

給与の源泉徴収票に記載されている
内容以外の各種控除を追加する

源泉徴収票に記載されている
「源泉徴収税額」が０円である

所得額より
所得控除額が
少ない

習志野市在住の親族に
扶養されている
（源泉徴収票等で
扶養親族になっている）
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申告が必要か確認してみましょう

主に公的年金収入がある人1 主に給与収入がある人2
主に自営業の人、
その他不動産収入や
一時所得がある人

3

収入はない4

令和7年1月1日現在の住所が習志野市の人が対象です。

判定 結果 注意事項

A 申告の必要はありません 収入がない人でも、国民健康保険料の算定や、税証明書の取得、
各種行政サービスを受けるときには申告が必要な場合があります。

B 市・県民税の申告が必要です 所得税の還付を受ける人は確定申告が必要です。

C 所得税の確定申告が必要です 所得税の確定申告をした場合には、市・県民税申告は原則不要です。

※令和7年1月1日現在、本市に居住していない人で、市内に家屋敷を有する人は市・県民税の申告が必要です。
※C以外の人でも確定申告が必要となる場合があります。詳しくは千葉西税務署へお問い合わせください（4～5ページ参照）。

受付中！
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広報習志野 2025.2.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

所得税などの
確定申告 千葉西税務署　☎043（274）2111問い合わせ

送 付 先 〒262-8507　千葉市花見川区武石町1-520
東京国税局業務センター千葉西分室

■主に給与収入の人のうち

● 給与の収入金額が2,000万円を超える
● 給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
● 2カ所以上から給与を受けている　など

■主に公的年金収入の人のうち

● 公的年金等の収入が400万円を超える
● 公的年金等以外の所得が20万円を超える
※上記以外の人も確定申告をすることで、所得税が還付される場合があります。

給与所得者でも確定申告をすることで、源泉徴収された所得税が還付される
場合があります。
申告書を作成するためには、次の書類などが必要です。

■主に自営業の人、その他不動産収入や一時所得がある人のうち

● 所得額より所得控除額が少ない　など

確定申告はスマホで！
自動計算で簡単に
作成して、自宅で
いつでも申告で
きます。また、「作
成の流れはこちら」
から必要なもの
を確認できます。

▲国税庁
ホームページへ

❶医療費控除

本人や家族のために支払った医療費（令和6年中に支払った診療
費・治療費など）が一定額以上の人

給与所得の源泉徴収票、医療費控除の明細書

対象者

必要書類

❷住宅借入金等特別控除

住宅ローン等を利用して、自分で住むための住宅を新築・購入
または一定の増改築などをした人
給与所得の源泉徴収票、土地・建物の登記事項証明書、土地・建
物の売買契約書の写しや請負契約書の写し、住宅取得資金に関
する借入金の年末残高等証明書
※増改築などの場合には、上記の書類の他に増改築等工事証明書　など

対象者

必要書類

❸勤務先を中途退職した場合

年の途中で会社を退職して年末調整を受けていない人

給与所得の源泉徴収票、社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書　など

対象者

必要書類

※申告書を提出する際は、必ず第一表・第二表と添付書類台紙を一緒に提出してください。

所得税・贈与税は3月17日㈪、
消費税は3月31日㈪までに申告してください

所得税の確定申告が必要な人

所得税の還付

令和6年分から利用する人は、提出期
限までに預金先の金融機関または税
務署に｢預貯金口座振替依頼書｣を提
出してください。

※振替日の前日までに口座残高をご確認ください。
※転居などにより申告書の提出先税務署が変
更となった人は、新たに振替納税の手続きが
必要です。
※振替納税以外にも、クレジット納付などの
キャッシュレス納付が可能です。

所得税：3月17日㈪
消費税：3月31日㈪提出期限

所得税：4月23日㈬
消費税：4月30日㈬振替日

振替
依頼書

詳しくはこちらから▲

便利な振替納税を
ご利用ください

書面で申告する場合は、
正本（提出用）のみを提出
してください。

詳しくはこちらから▲

申告書等の控えに
収受日付印の

押なつは行いません

税務署の駐車場は使用できません（身体障がい者用駐車
場を除く）。来場の際は公共交通機関をご利用ください。注意！注意！

P

給与所得のある人または公的年金等を受給している人は、開設期間前でも申告を受け付けています。

2月17日㈪～3月17日㈪（土・日曜日、祝日を除く）
※ 3月2日㈰は用紙の配布、申告書の受付、申告書作成のアドバイスを
実施（国税の納付はできません）

開設期間

※混雑緩和のため、「入場整理券」を配布します。配布状況に応じて後日の来場をお願いすることも
あります。

午前8時30分～午後4時　　　　　　　午前9時～午後5時受付時間 相談時間

千葉西税務署（千葉市花見川区武石町1-520）
●JR総武線幕張駅北口から徒歩13分 ●京成幕張駅から徒歩15分
●JR総武線幕張駅からバスあり。「千葉西税務署前」下車徒歩1分

会　場

確定申告の会場と日程

国保年金課問

①社会保険料控除
令和6年1月～12月に支払った国民年
金保険料・国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料は、社会保険料控除の対象
となります。
【国民年金保険料】
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」は、日本年金機構から送付されます。
●令和6年1月1日～9月30日の納付済
額および10月1日～12月31日の見込
額…令和6年10月下旬から11月上旬
にかけて送付済み
●令和6年10月1日～12月31日に、初め
て納付した人の納付済額…令和7年1
月下旬から2月上旬にかけて送付予定

※ 申告には、上記の証明書や領収証書の添
付が義務付けられています。

医療費通知の発送

【国民健康保険料・後期高齢者医療保険料】
1月下旬に国保年金課から送付した「保険
料納付済額のお知らせ」の金額を申告し
てください。
※納付額を証明する書類の添付は必要ありません。
②医療費控除
医療費控除の申告は、「医療費控除の明細
書」を作成・添付する必要がありますが、医
療費通知を添付することで明細書の記入
を一部省略できます。ただし、令和6年11
月・12月の診療分は、お手元の領収書を参
考に明細書を作成の上、申告してください。

税の申告における
社会保険料などの控除

社会保険料控除証明書については、
ねんきん加入者ダイヤルに直接お問い
合わせください。
■ねんきん加入者ダイヤル
　☎0570（003）004
※「ねんきんネット」のIDを取得している人は、
「ねんきんネット」からいつでも再交付
申請をすることができます。

確定申告の必要がない人でも、市・県民
税申告が必要な場合があります
（対象者は2ページでご確認ください）
●市・県民税の申告は、国民年金保険料
の支払いが困難な場合の免除申請に
必要な他、福祉年金を受給する際に
も必要となります。
●国民健康保険料や後期高齢者医療保
険料は、皆さんの所得を基に決定され
ます。確定申告の必要がない人でも、
市・県民税申告をしていないと保険料
の軽減の適用や高額療養費の所得区
分の判定ができません。

国保年金
コーナー

診療月 発送日
国民健康保険

令和6年1月～10月 令和7年1月下旬
令和6年11月・12月 令和7年3月下旬

後期高齢者医療
令和6年1月～5月 令和6年10月（発送済）
令和6年6月～10月 令和7年2月上旬頃
令和6年11月・12月 令和7年6月上旬頃（予定）

申告には
マイナンバー
が必要です

所得税の確定申告や市・県民税申
告などの手続きには「マイナンバー
の記載」と「身元確認書類の提示ま
たは写しの添付」が必要です。

● マイナンバーカードだけで、身元確
認が可能です。
※写しの場合は表面と裏面の両方が必
要となりますのでご注意ください。
● 所得税などの申告（確定申告）をする
場合、自宅などからe-Taxで送信す
れば、身元確認書類の提示または写
しの提出は不要です。

マイナンバーカード
（個人番号カード）を
持っている人は

マイナンバーカード
（個人番号カード）を
持っていない人は

● マイナンバーの通知カード（記
載事項に変更がないもの）
● 住民票の写しまたは住民票記載
事項証明書（マイナンバーの記
載があるものに限る）

のうちいずれか１つ

番号確認書類
（本人のマイナンバーを

確認できる書類）

●運転免許証　●パスポート
●運転経歴証明書
●身体障害者手帳　●療育手帳
●在留カード
などのうちいずれか１つ

身元確認書類
（記載したマイナンバーの持ち主で

あることを確認できる書類）
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令和6年8月1日に市制施行70周年を迎えた本市では、
さまざまなイベントを実施しています。

内容は変更する場合があります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください▶

習志野市制施行70周年記念事業実行委員会事務局問

市制施行70周年記念事業を

お知らせします
2・3月

冬は暖房などの使用によりエネルギー消費が
大きく増加します。電気の上手な使い方に関す
る知識を深め、省エネルギーにご協力ください。

省
エ
ネ

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

市役所では、2月7日㈮～13日㈭を「冬季省エネウイーク」と定め、地球温暖化対策と冬季使用電力の削減を
目指し、定時退庁・定時消灯などの省エネ対策に取り組みます。

一般財団法人関東電気保安協会千葉事業所
☎043（424）8211

問

環境政策課問

アルティーリ千葉は、千葉市をホームタウン、千葉ポー
トアリーナをホームアリーナとしたプロバスケットボー
ルクラブです。千葉ポートアリーナで行われるホーム
ゲームに市民の皆さんを特別招待します。

千葉ポートアリーナ（千葉市）

冬季省エネウイークを実施します

※座席は2階席（予定）

プロバスケットボールクラブ

場　所

試合開始：各日午後3時～対象試合

対　象 市内在住・在勤・在学

申込方法 3月10日㈪までに右の
二次元コードから申し込み
※当選発表は3月17日㈪予定

定　員 各100人（申し込み多数の
場合抽選、1組4人まで）

問い合わせ アルティーリ千葉　お問い合わせ窓口
☎043（307）7741　 info@altiri.jp

アルティーリ千葉
ホームゲーム特別招待

冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します冬季省エネウイークを実施します

冬の省エネルギーに

ご協力ください
冬冬冬冬冬冬冬冬の省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギーに

ご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力くださいご協力ください

●冬の室温は20℃を目安に！

●見ていないテレビや照明はOFFに！

●冬の冷蔵庫の温度設定は「中・弱」に！

●暖房便座はふたを閉めて節電！

●こたつは掛布団と敷布団を併用しよう！

20℃
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イベント名 日時 会場 問い合わせ

2
月

年末年始子ども向け事業
（第45回　袖ケ浦節分
豆まき大会）

2日㈰午前10時～ 袖ケ浦西近隣公園 袖ケ浦公民館
☎047（451）6776

習志野市スポーツ奨励大会
第1回みんなでモルック

9日㈰午前9時～
（予備日16日㈰） 秋津小学校 生涯スポーツ課

カル・スポフェスタ
「ミニマラソン大会」 11日（火祝）午前9時～ 第一カッターフィールド 市文化スポーツ振興財団

☎047（452）4380

絵画展　美術品で顧みる
習志野文化ホール2025
inモリシアホール

19日㈬～23日㈰
午前10時～午後4時30分
（19日は午後1時～、
23日は午後3時まで）

モリシアホール・会議室
（モリシア津田沼オフィス
棟4階）

市文化スポーツ振興財団
☎047（479）1212

マンション管理基礎講座 24日（月休）午後1時～ サンロード津田沼6階 住まい情報プラザ
☎ 043（223）3266

3
月

芝園スポーツフェスタ 2日㈰
午前9時30分～午後5時 芝園フットサル場 市文化スポーツ振興財団

☎047（452）4380

第29回　新習ふれ愛まつり 8日㈯午前10時～ 新習志野公民館 新習志野公民館
☎047（453）3400

まるわかり新NISA講座&
クラシックコンサート 12日㈬午後1時30分～ モリシアホール（モリシア

津田沼オフィス棟4階）
市文化スポーツ振興財団
☎047（479）1212

総合型地域スポーツクラブ
「NBSスポーツまつり」

15日㈯午前10時～
（予備日16日㈰）

秋津運動公園多目的
広場

NPO法人習志野ベイサイ
ドスポーツクラブ
☎ 047（453）1334

第28回 少年野球新人大会 29日㈯・30日㈰ 第一カッター球場　他 生涯スポーツ課

日程 対戦相手
3月 29日㈯

富山グラウジーズ
 30日㈰

4月 19日㈯
信州ブレイブウォリアーズ

 20日㈰

ステーション名 巡回時間 巡回予定日
実花公民館脇駐車場 ー ー

袖ケ浦1丁目マープル津田沼 13:45～14:15
12・26㈬

谷津南小学校 14:30～15:40

袖ケ浦東小学校 14:40～15:50 13・27㈭

津田沼3丁目菊田ハイツ 13:50～14:20
14・28㈮

袖ケ浦西小学校 14:40～15:50

東習志野8丁目会館 14:20～14:50
1・15㈯

泉町3丁目公務員住宅 15:10～15:40

藤崎6丁目かもめ公園 13:45～14:15
18㈫

藤崎小学校 14:30～15:40

第五中学校正門前 14:20～14:50
5・19㈬

津田沼小学校 15:10～16:20

鷺沼小学校 14:40～15:50 6・20㈭

習志野偕生園 14:00～14:30
7・21㈮

実籾小学校 14:40～15:50

谷津公民館 14:00～14:30
8・22㈯

京成津田沼駅前広場 14:50～15:20

こどもセンター（鷺沼） 10:45～11:15 12・26㈬

きほう号 巡回予定

2月
移動図書館

新習志野図書館☎047（453）3399問雨天中止
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　多様性社会推進課では、性別に関わりなく一人ひとりが個性と能力を
十分に発揮できる社会の実現を目指し、市民ボランティアの編集委員と
協働で情報紙「きらきら」を年2回発行しています。
　インタビューや記事を書く等、興味のある人はぜひご応募ください。
　一緒に情報紙を作りましょう。

市内在住・在勤・在学、または男女共同参画推進団体などに所属している人

2月6日㈭～10日㈪
午前9時30分～午後4時（最終日は正午まで）
※2月9日㈰を除く

日　時

出展作品 絵画、立体作品

場　所 市役所1階展示スペース・
GF市民協働スペース
グラウンドフロア

▲「きらきら」に
　ついてはこちら

令和7年4月1日から入館料を改定しますので、
ご理解・ご協力をお願いします。

本市と姉妹都市タスカルーサ市の子どもたちの作品展

「ならしのこども美術
館」第16号掲載作品を
展示します。
市内の幼児・園児、市立
小・中・高等学校児童・
生徒、タスカルーサ市
児童・生徒の作品
合計321点。
※タスカルーサ市の作品は複製

「ならしのこども美術館」第16号を指導課窓口（市役所
2階）で販売します（1冊2,000円、現金のみ）。
※上記期間中は市役所1階で販売。※無料の区分が「中学生以下」から「18歳以下」に変更となります。

入館料

谷津干潟自然観察センター
入館料改定のお知らせ

「ならしのこども美術館」第16号

原画原作作品展

男女共同参画社会づくり情報紙

「きらきら」の編集委員を募集します！

環境政策課問 指導課問

多様性社会推進課問

郵送またはFAX（住所・氏名・電話番号・自己紹介文※を記入）で、
〒275-0016津田沼5-12-12サンロード津田沼5階
男女共同参画センターへ。
　 047（453）9327
※「あなたが伝えたい男女共同参画」について記載してください（様式
自由）。
　応募いただいた人には、後日多様性社会推進課よりご連絡します。

編集会議の
見学も可能！

会議は平日の
月１回開催。

応募方法

対　象

編集会議の
見学も可能！
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1.改定される主な使用料

施設名等 使用単位※ 使用料（円） 問い合わせ現在 改定後
谷津コミュニティセンター

多目的室

午前9時～正午

1,410 1,440

協働政策課
東習志野コミュニティセンター 1,560 1,590

市民プラザ大久保 交流スペース1 780 810
実籾コミュニティホール ホール1 870 900

菊田公民館 講堂 1,380 1,440

中央公民館
☎047（455）3517

実花公民館 集会室 930 960
袖ケ浦公民館 講義室A 930 990
谷津公民館 講義室 840 870
新習志野公民館 多目的室 1,440 1,500
中央公民館 集会室 1,020 1,050

社会教育課

市民ホール
午後1時～5時
（土・日曜日、
祝日を除く）

23,920 23,340

中央公園体育館
専用使用料

一般2時間
2,870 3,350

部分使用料（2分の1面） 1,430 1,670
中央公園テニスコート 1面 1,150 1,450

中央公園パークゴルフ場
一般1回 220 280
一般1日 660 840

鹿野山少年自然の家
宿泊料 市内一般

（1人1泊）
1,780 1,970 鹿野山少年自然の家

☎0439（37）2197

富士吉田青年の家
1,400 1,790

富士吉田青年の家
☎0555（23）6853

暖房費 1人1泊 160 170

富士吉田体育館 専用使用料 市内一般
（午後1時～5時）

2,230 2,470

都市公園 行商、募金その他これらに
類する行為をすること 1人1日 830 850

公園緑地課
都市公園占用料

第一種電柱 1本につき1年 1,940 1,920
道路占用料 道路管理課
放課後児童会 児童育成料 1人1カ月 8,000 9,000 児童育成課
海浜霊園 管理料（第1種4.5㎡） 1年 6,330 7,100 健康福祉政策課

2.改定される手数料

名称 単位
手数料（円）

問い合わせ
現在 改定後

動物の死体処理手数料
収集、運搬および処分する場合1体につき 4,400 4,700

クリーンセンター
業務課

☎ 047（453）5374

搬入された死体の処分のみの場合1体につき 830 900

その他の一般廃棄物
家庭廃棄物のうち規則で定める粗大ごみを市が収集、
運搬および処分をする場合10キログラムにつき 670 600

市の処理施設に搬入する場合10キログラムにつき 250 290 クリーンセンター
クリーン推進課
☎047（453）5577産業廃棄物 市が処分する場合10キログラムにつき 250 290

移送保管料
自転車1台 2,650 3,970

防犯安全課
原動機付自転車1台 5,300 7,940

※使用単位は主なものを例示しています。

詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、各施設や担当課までお問い合わせください。

令和7年4月1日から施設などの使用料・手数料を一部改定します

検索習志野市　使用料

市の施設やサービス等を利用した場合、受益者負担の原則により運営費などの一部を使用料・手数料として負担していただいて
います。本市では、「使用料、手数料等の単価の積算基準」に基づき、３年ごとに定期的な見直しをしていましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、令和2年4月1日の見直しから５年ぶりの改定となります。

財政課問

現在

区分 一般 団体 年間
パスポート

中学生以下 無料
高校生以上 380円 300円 1,900円
65歳以上 190円 150円 950円

改定後

区分 一般 団体 年間
パスポート

18歳以下 無料
19歳以上 450円 360円 2,700円
65歳以上 300円 240円 1,800円
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ぶらっと観察会「旅立ち間近の渡り鳥たち」
谷津干潟自然観察センター

☎047（454）8416
3月2日㈰午前10時～正午
小学生以上（小学生は保護者同伴）
15人　 入館料
筆記用具・双眼鏡（あれば）・暖かい服装・

帽子・雨具（雨天時）
電話または窓口（受付は月曜日を除く2月

1日㈯午前9時～）

スポーツ

70th  芝園スポーツフェスタ
市文化スポーツ振興財団

☎047（452）4380
①かけっこ＆フラッグフットボール教室、
②チア体験教室、③フットサルミックス交
流会
3月2日㈰

①午前9時30分～11時30分、②午前11時
30分～午後0時45分、③午後0時30分～5時
芝園フットサル場
①②年長～小学生、③16歳以上のビギ

ナーチームまたは個人
①②各30人、③12チーム（申し込み多数

の場合抽選）
①1人500円、②1人300円、①+②1人

600円、③1チーム3,000円、個人500円
③すねあて（スパイク不可）
財団ホームページから送信（受付は2月1

日㈯午前10時～16日㈰午後5時）
http://sposhin.org/

市民パークゴルフ講習会（初心者）
市パークゴルフ協会
☎ 047（453）8498

基礎知識、マナー・ルールの講習、実技講習
3月9日㈰午前9時～2時（受付は午前8時

50分～）
プラッツ習志野北館・中央公園パークゴ

ルフ場
市内在住・在勤・在学または協会会員
30人　 1人300円
筆記用具・クラブ（貸し出しあり）
はがきまたはFAX（住所・氏名・年齢・電

話番号を記入）で〒275-0022香澄1-3-3-
404 習志野市パークゴルフ協会 酒井栄子
へ（受付は2月20日㈭必着）

市民OFバレーボール大会
市バレーボール協会
☎090（7283）4121

【競技方法】関東女性バレーボール連盟競技
規則による
3月16日㈰午前9時集合　

東部体育館
市内在住・在勤で45歳以上の女性（チー

ムまたは個人）※令和7年4月1日時点
1人500円
はがきまたは封書に下記のいずれかを

記入し〒275-0022香澄4-2-6-3 習志野市
バレーボール協会 及川記美代へ（受付は2
月27日㈭必着）
【チーム】チーム名、代表者名、全員の氏名・
住所・生年月日・電話番号
【個人】氏名・住所・生年月日・電話番号・希望
のポジションを2～3カ所

「あかね杯」パークゴルフ
ファミリー交流大会

市文化スポーツ振興財団
☎047（452）4380

①個人の部、②親子ペアの部
3月16日㈰午前9時～正午
茜浜パークゴルフ場
小学生以上の初心者・初級者
72人　 ①500円、②800円　 運動靴
財団ホームページから送信（受付は2月1

日㈯午前10時～16日㈰午後5時）
http://sposhin.org/

募集

体験型農業「さくら農園」入園者
さくら農園 桜井　☎047（472）8607

野菜作りを農家が指導、農具などの用意あり
【利用期間】3月9日㈰～令和8年1月31日㈯
実籾3-25（1区画33㎡、申し込み多数の

場合抽選）
10人　 50,000円
往復はがきに以下を記入し〒275-0002

実籾3-11-5 桜井勝子へ（受付は2月15日㈯
消印有効）
●往信面裏面 住所・氏名（ふりがな）・年齢・
職業・電話番号
●返信面宛先 住所・氏名

相談

年金相談
国保年金課

社会保険労務士が相談に応じます。
2月12日㈬午後1時～4時（受付は午後3

時30分まで）
サンロード津田沼6階

さくら相談
総合福祉センター内さくらの家

☎047（451）3566
【遺言・相続】2月13日【法律】2月27日

各木曜日午後1時30分～3時30分
市内在住の60歳以上
各日3人　
相談に関する資料
電話または窓口（受付は各相談日の2日

前まで、日曜・祝日を除く午前9時～4時）

無料知的財産相談会
習志野商工会議所
☎047（452）6700

特許・実用新案・意匠・著作権・商標など
【相談員】INPIT千葉県知財総合支援窓口担当者
2月18日㈫午後1時～4時（1件1時間程度）
3人　 電話（受付は2月17日㈪正午まで）

無料行政書士相談会
習志野商工会議所
☎047（452）6700

外国人ビザ・遺言書作成・相続・各種許認可
申請など
2月21日㈮午後1時～4時（1件30分程度）
6人　 電話（受付は2月18日㈫正午まで）

その他

県特定（産業別）最低賃金の改正
千葉労働局労働基準部賃金室

☎043（221）2328
2業種の県最低賃金が令和6年12月25日に
改正されました。
【鉄鋼業】1,147円（引上額51円）
【電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造業】
1,105円（引上額50円）
※上記以外の業種は、県最低賃金（1,076円）
が適用されます。

政府支援による都市ガス料金の値引き制度
企業局公営企画課　☎047（475）3323

政府による電気・ガス料金負担軽減事業に伴い、
2月検針分から4月検針分まで値引きします。
市営ガスの利用者（年間契約量1,000万

㎥以上は対象外）
①1㎥当たりの値引き（税込）
②標準的な家庭（30㎥）1カ月当たりの値引
き（税込）
【1月使用・2月検針分～2月使用・3月検針分】
①10円、②300円
【3月使用・4月検針分】
①5円、②150円
詳しくは、事務局ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。
電気・ガス料金支援事務局
☎0120（013）305（土・日曜日、祝日を除く
午前9時～5時）
https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp

市役所から

全国瞬時警報システム（Jアラート）の試験放送
危機管理課

全国一斉情報伝達試験に伴い、防災行政無
線の試験放送を行います。
2月12日㈬午前11時～

【放送内容】
「これは、Jアラートのテストです」（3回）
「こちらは、防災ならしのです」（1回）

ご協力ください～冬の献血キャンペーン～
健康福祉政策課

2月17日㈪午前10時～11時45分、午後
1時～4時
市役所1階展示スペース
16～69歳（65歳以上の人は60～64歳の

間に献血経験のある人）
※1980年以降、欧州・サウジアラビアに6
カ月（英国は年代によって1カ月）以上滞在
した人、当日体調が優れない人は献血をお
断りする場合あり。

講座・催し

三須広絵「鳥と暮らし展」
谷津干潟自然観察センター

☎047（454）8416
ガラス絵やアクリル画の展示
3月23日㈰まで　
入館料

ナラシド♪まちゼミ
市商店会連合会　☎047（455）1955

市内の商店主が講師になって、プロならで
はの知識や情報を教える39無料講座
①2月1日㈯～22日㈯、②2月23日㈰・24

日（月休）
①市内参加店舗、②ワイがや広場（京成津

田沼駅前ロータリー）
詳しくは、Instagram「ナラシドまちゼミ」
で検索。

タクシードライバー合同就職説明会
千葉県タクシー協会京葉支部

☎047（422）4559
事業者ブースでの説明・相談、現役ドライ
バーのパネルディスカッション等

2月12日㈬午後1時～4時（正午開場）
ハローワーク船橋 第一庁舎
雇用保険受給資格者証（受給中の人）

市シルバー人材センター
「剪

せんせん

定
ていてい

初心者向け講習会」
市シルバー人材センター

☎047（493）8011
2月13日㈭・17日㈪午前9時30分～（予備

日2月18日）
市内在住で剪定の仕事に興味があり、セ

ンターへの入会を検討している60歳以上
（入会説明会あり）
各日10人　
昼食
電話（受付は2月4日㈫午前9時～）

オストメイトの皆さんへ
JOA習志野会 村山　☎047（451）5581

情報交換や相談会
2月15日㈯午後1時～5時
プラッツ習志野北館
市内在住のオストメイト

はじめてのスマホ教室
総合福祉センター内さくらの家

☎ 047（451）3566
【入門編】地図の見方、カメラの操作方法
2月18日㈫午後1時30分～3時30分
市内在住の60歳以上
20人（1人1台スマートフォンの用意あり）
電話または窓口（受付は日曜・祝日を除

く午前9時～4時）

四市複合事務組合議会定例会
四市複合事務組合事務局

☎047（436）2772
令和7年度予算の審議など
2月19日㈬午後3時30分～
船橋市役所

※傍聴希望者は、お問い合わせください。

70th  絵画展「美術品で顧みる習志野文化
ホール2025 inモリシアホール」

市文化スポーツ振興財団
☎047（479）1212

2月19日㈬～23日㈰午前10時～4時30
分（19日は午後1時～、23日は午後3時まで）
モリシアホール・会議室（モリシア津田

沼オフィス棟）

市シルバー人材センター入会説明会
市シルバー人材センター

☎047（493）8011
2月20日㈭午後2時～　
プラッツ習志野北館
市内在住の60歳以上　
電話

健康いいこと講座「身体編」
谷津公民館　☎047（452）1509

理学療法士から身体全体の筋肉について学
び、ストレッチ等を体験
2月20日㈭午前10時～正午
市内在住・在勤・在学　
20人
電話（受付は月曜日を除く2月2日㈰午前

9時～）

谷津小学校ファミリーコンサート
谷津小学校　☎047（477）8282

管弦楽クラブによる演奏
2月22日㈯午後2時30分～（午後2時開場）
八千代市民会館

みんなでつくろう！秘密基地
谷津干潟自然観察センター

☎047（454）8416
2月23日㈰午前9時30分～正午
5歳～小学3年生とその保護者
30人（最少催行人数10人）
1人1,200円（別途入館料）
手袋・帽子
電話または窓口（受付は月曜日を除く2

月1日㈯午前9時～）

「大人の学び講座」新紙幣と日本銀行・
貨幣博物館見学

谷津公民館　☎047（452）1509
①講座「新紙幣・貨幣について」
②日本銀行・貨幣博物館見学
①2月23日㈰午前10時～正午

②2月25日㈫午前※全2回
①谷津公民館　 市内在住・在勤・在学
15人　 ②身分証明書
電話（受付は月曜日を除く2月2日㈰午前

9時～）

【ヘリコプター】離着陸訓練：6日（午前7時～午後9時）【航空機】落下傘降下訓練：12～14日（午前7時～午後6時）
※変更（中止）の場合あり※訓練で大きな音がする場合あり　問  習志野駐屯地広報班　☎047（466）2141

2月習志野駐屯地・
演習場の訓練予定

市役所への問い合わせ▶☎047（451）1151㈹
市役所への郵便物▶〒275-8601「習志野市役所○○課」で届きます

お　 らせBOX知 日時 場所・会場 対象者
定員（特に記載のないものは先着順）
費用・料金（特に記載のないものは無料）
持ち物（飲み物などは各自用意）
申し込み 問い合わせ

凡例 市制施行70周年記念冠事業70th
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児童育成課問

　津田沼小学校地区の放課後児童会のクリスマス
イベントで贈呈式を行い、早速みんなで遊びました。

ご寄贈ありがとうございます

　習志野中央ロータリークラブから、教育支援の一
環として、放課後児童会へ玩具・本の寄贈がありま
した。心から感謝申し上げます。

広報習志野 2025.2.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

県薬物乱用防止強化月間
県薬務課　☎043（223）2620

麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグの乱用は
社会問題となっており、特に大麻は検挙者
が増加しています。
誘われたときは、はっきりと断ること、1人
で悩まず周囲に相談することが大切です。
薬物の危険性を正しく理解し、薬物乱用を
許さない社会を目指しましょう。
【薬物の相談機関】
●県薬務課
　☎043（223）2620
●県精神保健福祉センター依存症電話相談
　☎043（307）3781
●県警察少年センターヤング・テレホン
　☎0120（783）497
●最寄りの保健所（健康福祉センター） 他

※市内で定期的に活動している、
またはする予定のサークル等が
掲載できるコーナーです。
※市民の皆さんの依頼に基づき掲載してお
り、内容についての責任は負いかねます。

　　　日時　 場所・会場　定員（特に記載のないものは先着順）
対象者　費用・料金（特に記載のないものは無料）　持ち物
申し込み　問い合わせ

凡例 日
対 ￥ 持
申 問

所 定

8416 おいでください

■木綿でつないだ近代の商
業文化
手ぬぐい・はっぴ等の展示
  2月1日㈯～3月31日㈪
午前9時～午後9時
（第2・4火曜日を除く）
市民プラザ大久保
習志野の歴史を語る会 三橋

☎047（477）5151
■ふわRIN子育てセミナー
自己肯定感を高める子育て
  2月4日㈫
午前10時～11時30分
谷津公民館　 300円
家庭倫理の会習志野市 鈴木
harukunchan@gmail.

com
■昭和歌謡研究会
昭和歌謡をみんなで歌う
  2月9日㈰午後1時～
2時30分（要事前連絡）
市民プラザ大久保
500円
大久保ひみつきち 多田　

☎070（8305）8472
■〈DVD鑑賞〉町の復興に
挑んだ「フラガール」
  2月9日㈰
午後1時30分～4時
（予約不要）

袖ケ浦公民館
200円（学生・障がい者無料）
習志野シニアクラブ 仲野

☎090（4613）9851
■アロマクリーム作りとタッ
チケア体験
  2月13日㈭
午前10時～11時30分
ハッピースペースたまりば

（実籾5-21-7）
65歳以上
15人
500円
電話
地域テラス【まる】 齋藤

☎090（1779）5085
■うたごえ広場青空
バックバンドの演奏で懐か
しい歌をみんなで歌う
  2月17日㈪
午後2時～4時
プラッツ習志野北館
400円
うたごえ広場青空 宮内
☎090（4000）0481
■詩吟の初心者講習会
  2月20日㈭
午前11時～正午
谷津公民館
吟翔会 西野

☎047（476）9748

日程 催物名 時間 料金

3月
13日
㈭

「ときめきランチタイム　ワンコインプチコンサート」
　わたしの大槌ものがたり
出演：樋口菜穂美（バイオリン）・大槌町の方 （々語り）
岩手県大槌町は東日本大震災被災地。義経・弁慶、
弘法大師、鮭、鉄など過ぎた“時”が町に息づいてい
ます。その“大槌”を演奏と共に語ります。

11:30
〜
12:15

500円

市民ホール

フューチャーセンター

イベント＆教室情報
2-4月

〒275-0012 習志野市本大久保 3-8-19
問プラッツ習志野 ☎047（476）3213

インスタグラム ホームページ上記以外にもスクール開催中！
詳しくはプラッツ習志野ホームページをご覧ください

日程 催物名 時間 場所

火
〜
日

「ヒトコマ雑貨市」
市民作家さんの作品を展示販売しています。
手にとってお気に入りを見つけてください。
日常の生活の時間が少しでも素敵になる出
会いの場となりますように。

10:00～
16:00

（12:00～
13:00を
除く）

北館
フューチャー
センター

日程 催物名 時間 対象 定員 参加費 持ち物

2月
22日
㈯

「ななしのプレーパーク」
木登りや穴掘り、木の工作など
子どもたちの「やりたい！」が全
力でできる自由な遊び場です。

①10:00
～12:00
②13:00
～15:00

子ども
とその
保護者

各
30人 無料 着替え

ぜひ木のぬくもりを感じるホールをご利用ください。
通常貸出：平日4時間19,130円～（6カ月前より予約可能）
特別貸出（個人向け）：平日3,000円～（1カ月前から1週間前までに予約）

プラッツ習志野市民ホールは市民の皆さまに
ご利用いただけます

カルチャースクール

日程 3月6・20日　4月3・17日
各木曜日

教室名 ウクレレ・ギター教室

時間

ウクレレ ： 13:30～（はじめて）、
14:30～（初級）、
15:30～（中級）、
16:30～（ソロスタイル）

ギター     ：17:30～（中級）
各回45分（全4回）

対象 一般（10歳以上）

定員 各8人（ウクレレ・
ソロスタイルのみ5人）

参加費 10,000円

持ち物

各楽器（ウクレレ、アコー
スティックギター）、
筆記用具
※ ギターのみ一部貸出
あり

市営ガス・水道・下水道の申し込みが
インターネットで行えます

市営ガス・水道・下水道の使用開始・中止の申し込みが、
これまでの電話または書面などに加え、インターネット（ち
ば電子申請サービス）でも行えるようになりました。
詳しい申込方法や注意点は市ホームページをご確認く
ださい。
※ 例年3～4月は混雑しますので、早めの
お手続きをお願いします。
※ 一部区域や工事使用などでの申し込み
は対応していません。

市企業局料金センター ☎047(475)3320問

一部金融機関の窓口払いが終了します
令和7年4月1日から、りそな銀行および埼玉りそ
な銀行における市営ガス・水道料金および下水道
使用料の窓口払いの取り扱いがなくなります。
※ 口座振替は引き続き利用できますので、変更の必要
はありません。
該当金融機関の窓口で支払いをしている人は、
他の金融機関の窓口やコンビニ払い、スマホ決
済のほか口座振替などへの変更をお願いします。

市ホームページ▲

習志野市議会 第1回定例会

日程などは、2月6日㈭に開かれる議会運営委員会で決
定されます。詳しくは、市ホームページでご確認ください。
本会議はどなたでも傍聴でき、また議会中継サイト（スマー
トフォン・タブレットにも対応）でも視聴できます。

議会事務局問

2月14日㈮午前10時開 会

請願・陳情は2月13日㈭午後5時15分まで

な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト

ご存知ですか？就学援助制度

経済的にお困りの保護者に就学に関する費用の一部
を援助します。希望する人は、ご相談ください。

学務課または通学している小・中学校問

対 象 ①②の両方に該当する人
①市立小・中学校に通う子どもの保護者
② 児童扶養手当受給者、市民税非課税世帯、その他経
済的な理由で学用品費などの支払いが困難な人

※申請に基づき審査をします。

援助内容 学用品・給食・修学旅行費など
※ 新小・中学1年生の子どもの入学にかかる学用品費の援助
は別申請です。希望する人は、3月末までに学務課へ申請
してください。

収集の種類 収集 地区 次回収集

燃えるごみ あり 火曜日収集地区 2月13日㈭

資源物 なし 火曜日収集地区 2月18日㈫

燃えないごみ なし 香澄、津田沼1・2・3丁目 2月25日㈫

有害ごみ なし 袖ケ浦 2月25日㈫

2月11日（火祝）のごみ収集

朝8時までにお出しください。

クリーンセンター業務課　☎047（453）5374問

ご活用ください
「地区別収集日カレンダー」

放
送
日
時

広報課問

2月号

J:COMチャンネル（船橋・習志野エリア）
【地デジ11ch】で放送中！

2月3日～9日・17日～23日
午後8時15分～（15分）
※火・木曜日は1日2回
　午後0時15分～も放送（15分）

地域で健康づくり！
習志野市総合型
地域スポーツクラブ

YouTubeでもご覧いただけ
ます！
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第六中学校の岡田理生さんが税に関する作文「税
で救われた命」、第五中学校の森本海心さんが税の
標語「税金で 未来の投資 子供の笑顔」でそれぞれ
千葉西税務署長賞を受賞され、12月23日に千葉西
税務署で一日税務署長を務めました。

り     お

かいしん

市内の中学生が
「一日税務署長」を務めました

▲森本さん（左）、千葉西税務署長（中央）、岡田さん（右）

千葉西税務署　☎043（274）2111問

行く手 明るく拓くまち （from習志野市歌）
column

共感 信頼 希望 No.128
習志野市長 宮本泰介

　今年も早くも1カ月が過ぎました。
　1月5日には、第77回全日本バレーボール高等
学校選手権大会（通称「春高バレー」）が開催され、
昨年に引き続き習志野高校の男子・女子バレー
ボール部が出場しました。私も現地で観戦し、熱意
に満ちた気迫を体感しながら物事に取り組む姿勢
とチームワークの高さに感動しました。新年早々、
習志野の名を全国に広める素晴らしい活躍の中
で、高校生の限りない未来への期待が膨らみまし
た。
　1月13日には「二十歳の門出式」を開催しまし
た。今年の対象者は、中学校の卒業式が新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、規模の縮小を余儀なく
され、その後も3年間余りコロナ禍でした。多感な
時期に行動制限を伴う困難があり、苦労した世代
とも言えますが、これらを乗り越えた実績は自信に
繋がる経験です。
　私は式辞で、「若さ」の意味である「活気」・「未熟」
を掛け合わせると「チャレンジ」になること。リスク

は危険ではなく不確実性と捉え、物事をよく見極め
て行動すること。20歳の人口は親や祖父母世代の
人口に比べて極端に少ないため、若い人の意志は
明確に表明することが常に求められること。そし
て、最新の情報機器を活用できる若者の強みを活
かした積極的な発信こそが日本全体の様々な課題
を克服できる可能性を秘めていることを伝えまし
た。
　時代は、より自由な空間で交流しながら多種
多様な事象をもたらし、それらが淘汰されて現代に
繋がっているのだと思います。
　私たちも、常に何かに取り組みながら進むことで
成長してきました。多様化が加速する新時代、あら
ゆる循環を想定しながら精進していく意義と「まち
を発展させていく原動力は若さである」ことを再認
識しました。
　皆さん！「残りの人生で今が一番若い時」です。
　始めの一歩に遅刻はありません。

市内の中学生が
「一日税務署長」を務めました

広報習志野 2025.2.1 習志野市役所 ☎047（451）1151㈹

こどものコーナー
★お子さんの転入・予防接種・下記相談などへは

　母子健康手帳をお持ちください

助産師によるオンライン・電話相談
健康支援課

妊娠・出産について、助産師がZoomまたは
電話でアドバイスします。
2月12日㈬午後、3月14日

㈮午前　 市内在住の妊婦と
その家族　 講座・相談等参
加予約システムから送信または電話

助産師などによる新生児訪問
健康支援課

助産師または保健師が、あか
ちゃんのいるお宅を訪問し、体
重測定や育児・授乳などの相談
に応じます（第1子は全員訪問）。
市内在住の生後40日までのあかちゃん
母子健康手帳（別冊）にある「お誕生連絡カー

ド」に必要事項を記入し、生後20日までに郵
送または、ちば電子申請サービスから送信

4か月児・10か月児健康相談
健康支援課

発育・発達の確認、離乳食の進め方、歯みが
き等。対象者には郵送で通知（転入者や通知
が届いていない人などは要問い合わせ）

離乳食教室
健康支援課

管理栄養士が離
乳食を作る様子
をお見せしなが
ら、分かりやすく
アドバイスします。
日　程 会　場 コース･時間
2月14日
㈮

プラッツ習志野
南館

①もぐもぐコース
午後1時30分～2時10分
②ぱくぱくコース
午前10時30分～11時

2月18日
㈫

谷津コミュニティ
センター

市内在住の第1子とその保護者
①5～6か月児、②8～10か月児 各回12組
抱っこひも・「離乳食のすすめ方」冊子
講座・相談等参加予約システムから送信 

1歳6か月児・3歳児健康診査
健康支援課

対象者には郵送で通知（転入者や通知が届
いていない人などは要問い合わせ）

 【1歳6か月児】令和5年7月生まれ
   【3歳児】令和3年8月生まれ

歯みがき教室
健康支援課

日　程 会　場 時　間
2月25日㈫ 保健会館 午前10時

午前10時30分
午前11時2月26日㈬ ブレーメン習志野

（東習志野2-10-3）

市内在住の1～3歳児
歯ブラシ・コップ・タオル
講座・相談等参加予約シス

テムから送信

子育てふれあい広場（幼稚園・こども園）
各開催園またはこども保育課

親子で一緒に遊具を使って遊びましょう。
開催園 2月 開催園 2月

杉の子こども園 4日㈫ 東習志野こども園 12日㈬
屋敷幼稚園 5日㈬ 谷津幼稚園 18日㈫

【時間】午前10時～11時30分
市内在住の乳幼児とその家族
上ばき（はだし可）・こども用名札

※雨の日も室内で開催
※駐車場なし

定期予防接種はお済みですか？
健康支援課

市内・県内実施医療機関　 予診票
【4種混合（DPT-IPV）】または【5種混合
（DPT-IPV-Hib）】全4回
生後2か月～7歳6か月未満

【麻しん風しん（MR）第2期】
平成30年4月2日～令和元年4月1日生まれ

（接種期間は3月31日㈪まで）
【ジフテリア破傷風（DT）第2期】全1回
11～13歳の誕生日の前日まで（小学6年

生に予診票を郵送済み）
【日本脳炎第1期】全3回
生後6か月～7歳6か月未満

【日本脳炎第2期】全1回（4回目）
9～13歳の誕生日の前日まで（小学4年生

に予診票を郵送済み）
【日本脳炎特例措置】全4回のうち未接種分
平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満 

【HPVワクチンの償還払い】3月末まで
平成9年4月2日～平成17年4月1日生まれの
女性で、高校2年生相当の年齢以降に、令和
4年3月31日までにHPVワクチン（2価・4価）
の接種を自費で受けた人
詳しくは、お問い合わせください。

おとなのコーナー
食生活なんでも相談

健康支援課
管理栄養士が相談に応じます。
2月12日㈬午後1時30分～4時15分（都合

がつかない場合は応相談）　 保健会館　
市内在住　 電話、窓口または講座・相談

等参加予約システムから送信

認知症高齢者介護相談
高齢者支援課

精神科医が相談に応じます。
2月14日・28日、3月14日各金曜日午後2

時30分～4時30分　 認知症の心配がある
本人または家族　 電話または窓口（受付
は各相談日の1週間前まで）

認知症サポーター養成講座
①屋敷高齢者相談センター　☎047（409）7798
②谷津高齢者相談センター　☎047（470）3177

認知症を正しく理解しできることを学ぶ
①2月15日㈯午前10時～11時30分、②2

月21日㈮午後2時～3時30分
①市民プラザ大久保、②谷津公民館
①20人、②15人　 電話（受付は①2月7

日㈮まで、②2月14日㈮まで）

健康講座
高齢者支援課

①嚥
え ん げ

下編 言語聴覚士の講義「それって嚥
え ん げ

下
障害かも？飲み込みの仕組みについて」
②運動編 理学療法士の講義
「介護予防等について」
①2月27日㈭午前10時～

11時30分、②3月6日㈭午後1
時30分～3時　 市役所3階
市内在住の65歳以上 ①50人、②30人
電話（受付は①2月25日㈫まで、②3月3日

㈪まで）

HIV検査および肝炎検査
習志野保健所疾病対策課

☎047（475）5154
検査は無料・匿名で受けられ、同時に梅毒、ク
ラミジア、淋菌、B・C型肝炎の検査も受検可。
HIV検査の結果は即日口頭説明可（原則）。
2月5日㈬午前9時30分～10時・午後5時

15分～5時45分、2月19日㈬午前9時30分
～10時　 電話

届きましたか？入学通知

4月に小・中学校に入学
する子どものいる家庭
に、入学通知書を郵送
しました。

学務課問

小学校入学該当者
平成30年4月2日～
平成31年4月1日生まれ

中学校入学該当者
平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれ

次に該当する場合は学務課へご連絡ください。
①通知書が届いていない
②国立、県立、私立の小・中学校に入学
③外国籍で入学を希望
④入学通知書を受領後、市外に転出
⑤特別な事情により指定された学校の変更を希望

▲もぐもぐコース ▲ぱくぱくコース

▲年間予定はこちら

保健だより な
ら
し

の健
康マイレ

ー
ジ

対
象イベン

ト

■ 夜間・休日の当番医案内 ☎047（452）9900
■
■ 休日急病歯科診療所の診療日　2月11日(火祝)・24日(月休)午前9時～正午
■ こども急病電話相談 ☎#8000　毎日 午後７時～翌朝8時
■ 救急安心電話相談 ☎#7119
　 月～土曜日 午後6時～翌朝8時／日曜・祝日 午前9時～翌朝8時

ちば救急医療ネット 検 索
習志野市の救急医療体制 検 索

日時　 場所・会場　 対象者　 定員（特に記載のないものは先着順）　費用・料金（特に記載のないものは無料）　持ち物　 申し込み　 問い合わせ日 所 対 定 ￥ 持 申 問凡例
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災害情報や気象情報などの
緊急情報をメールでタイムリーに

発信しています

市の最新情報はこちらでもチェック!

https://www.city.narashino.lg.jp/
市政のさまざまな情報を
タイムリーに発信しています

習志野市の魅力や市長ニュース、
広報番組、学習動画など、さまざまな

動画を配信しています

市公式ホームページ 動画配信 緊急情報サービス「ならしの」

動画

イベントの中止・変更、施設の休止や開館時間の変更がある場合がありますので、ご確認ください。お 断 り

希望のジャンルを個別に受け取ったり、
知りたい情報を早く調べたり、
申請・予約ができます

市公式LINE

習志野市
広報課 ☎047（451）1151㈹

〒275-8601 習志野市鷺沼2-1-1

047（453）9313

毎月２回１日・15 日発行

総人口… 175,105人 （174,963人）
男……… 86,985人 （86,915人）
女……… 88,120人 （88,048人）
世帯数… 85,177世帯（84,130世帯）

（ 　　）内は
R6.1.1時点

※住民基本台帳
に基づく

市の人口
R7.1.1時点

広報習志野は環境に配慮したFSC®認証紙と環境にやさしい植物油インキを使用し、廃液を出さないCTP印刷です

トラブル防止！！まちづくり出前講座

消費生活センター
☎047（489）5230

問

　このような被害やトラブルで困った時は、消費生活センターに
相談しましょう。契約前に不安なこともご相談ください。専門的な
知識を持つ消費生活相談員が問題点を整理し、自主交渉の方法や
具体的な解決方法について助言や情報提供を行います。複雑な案
件、自主交渉が難しい場合には、事業者との交渉を斡旋し、また問
題解決のために適切な専門機関を紹介する等の支援も行います。

市内の町会・自治会、サークル、事業所、学校などに出向き、
消費者被害を未然に防ぐための講座を開催しています。

初回の相談は、主に電話で受けています。来所
での相談をご希望の場合は、相談専用番号に
ご連絡ください。

相談方法

月～金曜・第2土曜日（祝日、年末年始は除く）
午前9時30分～午後4時
※来所相談は午後3時までにお越しください。
相談専用　☎047（451）6999

相談日時

●トラブル発生までを時系列にまとめたメモ
●契約書や請求書など、契約内容や金額が
分かるもの
●パンフレット等、契約のきっかけとなった
広告　など

相談する前に用意しておくとよいもの

●これって何か変？
最近の被害例と対処法など

●これであなたもだいじょうぶ！
ネットの思わぬ落とし穴など

●かしこい消費者になりましょう
消費者被害に遭わないように自ら学び
身近な人を見守りましょう

高齢者・一般・若者向け

小学生～若者向け

市内企業・団体向け

消
費
生
活
に
関
す
る
テ
ー
マ

まずは開催希望日の2カ月前までに、
日程を消費生活センターと相談。
開催希望日の1カ月前までに、
次のいずれかの方法で協働政策課に申し込み
●ちば電子申請サービス
●まちづくり出前講座申込書を郵送・FAX
●協働政策課（市役所4階）に電話・来庁

申
込
方
法

商品やサービスの契約をめぐり、
事業者とトラブルになった

買った商品を使ったら
けがをした

メールに身に覚えのない
請求が届いた　など

消費生活センターを
ご利用ください！

市ホーム
ページ
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